
様式第11（第21条関係）（昭58通産令32・追加、昭59通産令82・平6通産令47・平12通産令260・一部改正、平21経産令37・旧様式第7の2繰下・一部改正、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 帳簿備付営業所届出書 年月日 経済産業大臣殿 許可番号 住所 名称 代表者の氏名 割賦販売法施行規則（以下「規則」という。）第21条第1項（第125条において準用する場合を含む。）の規定により、帳簿を備える営業所を下記のとおり届け出ます。 記 1主たる営業所に備える帳簿に規則第21条第3項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な理由 2帳簿を備える従たる営業所の名称等 左欄の営業所に備える帳簿に 備付開始帳簿を備える従たる営業所 規則第21条第3項各号に掲げ る事項が記載される営業所又 年月日の名称及び所在地 は代理店の名称及び所在地 （備考）用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  


